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マイナンバーに関する責務・制限（概要）

１ マイナンバーの利用の制限

２ マイナンバー提供の制限

３ マイナンバーの収集・保管の制限

４ マイナンバーの安全管理措置

５ マイナンバーへの対応

６ マイナンバーに関する罰則



１マイナンバーの利用の制限
番号法に定められた場合以外の目的で
マイナンバーの利用禁止（番号法９）



２マイナンバー提供の制限

番号法に定められた場合以外の目的でマイナンバーの提供禁止

（番号法１９）

• ○社内の部門間でのマイナンバーのやりとり

• ×系列会社間でのマイナンバーのやりとり

• ○マイナンバーの収集・保管に関する業務委託契約を締結している場合

（例）親会社が、子会社の従業員のマイナンバーの提供を受けること

出向社員のマイナンバーを出向先に対して直接提供すること



３マイナンバーの収集・保管の制限

番号法に定められた場合以外の目的でマイナンバーを収集・保管の禁止

（番号法２０）

• ×個人番号関係事務を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイ
ル、マイナンバーを含む個人情報を格納したファイルを作成すること



４マイナンバーの安全管理措置

マイナンバーの漏えい、滅失又は毀損
の防止、その他のマイナンバーの適切
な管理のために必要な措置をとること
（番号法１２）

A) 基本方針の策定

B) 取扱規程等の策定

C) 組織的安全管理措置

D) 人的安全管理措置

E) 物理的安全管理措置

F) 技術的安全管理措置



５マイナンバーへの対応

• 職員等に理解していただく事項
①平成27年10月に「通知カード」が入った簡易書留が各住民の住所（住民票に記載の住所）宛
に届くこと。なお、住所変更をしている場合は、必ず新住所を市町村に届け出ておくこと。

②「通知カード」は、勤務先等へのマイナンバーの提供時の本人確認のために必要なものであ
ること。

③「通知カード」は、「個人番号カード」の交付を受けるために必要なものであること。

④「通知カード」は、②③のとおり重要なものであり、絶対に紛失しないよう管理すること。

⑤社会保障、税の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、「通知カード」に記載さ
れているマイナンバーを他人に教えてはいけないこと。

⑥平成28年1月以降、各市町村で申請手続きをすることで、「個人番号カード」を発行しても
らうことができること。

⑦平成28年分の扶養控除等申告書の提出時に、職員、職員の配偶者及び扶養親族のマイナン
バーを記載してもらうとともに、その際、職員の「通知カード」・「個人番号カード」を提
示してもらうなど、本人確認の措置が必要であること。



• 会社の地代家賃（不動産使用料）の支払先に個人がおられる場合
平成29年1月の支払調書の提出まで（できるならば平成28年1月以降の最初の支払時）

に支払先からマイナンバーを提供してもらう必要があること。また、その際は、「個
人番号カード」の提示など、本人確認の措置が必要であること。

• 重要書類等の持出の管理
管理簿等を作成し、マイナンバーが記載されている書類の持ち出し、持ち帰りを厳重
に管理する。



６マイナンバーに関する罰則
マイナンバーの不正使用を防止すると

いう観点から、特定個人情報の盗用など
については、行政機関個人情報保護法な
どに比べて、法定刑が格段に重くなって
いる。

企業のマイナンバーに対する安全管理
措置が不十分であったとしても、それだ
けでは罰則の対象にはならない。ただし、
特定個人情報保護委員会からの改善命令
に従わず、検査拒否等をした場合に右記
７・８の罰則が科される。

法人の代表者等又は法人もしくは人の
代理人、使用人、その他の従業者が違反
行為をしたときは、その行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対しても各条の
罰金刑が科される。
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